
Conyers Dill & Pearman 
The Offshore Law Firm 

Anguilla  Bermuda  British Virgin Islands  Cayman Islands  Mauritius   
 

Dubai  Hong Kong  London  Moscow  Sao Paulo  Singapore 
 

 
 

モーリシャス：イスラム金融の新興拠点 

 
 

2009 年 9 月 
 

先ごろモーリシャス政府は銀行法、および税法を改正しました。これによりこの島国が投資

家にとって国際的なイスラム銀行業務と金融業務に好適な場所となる道が開かれました。 
 
 
国際的な広がり 
 
モーリシャスはアフリカのいくつかの新興国、およびアジア、中近東、ヨーロッパの国々と多

岐に網羅する二重課税回避条約、投資促進、保護協定などを結んでいます。特に中国やイ

ンドは資源豊富なアフリカの産物、鉱物資源を渇望しており、GCC（湾岸アラブ諸国協力理

事会）から域外のアジアへの投資の流れとともに、とりわけモーリシャスの期限限定会社、

SPV、トラストなどを通じた、ムラーバハ（購買代行）、ムシャーラカ（出資金融）、イジャーラ

（賃貸借契約）、スクーク（イスラム債）などの構造的なクロスボーダー取引のチャンスが広

がっています。 
 
モーリシャスの国際金融センターにはすでにイスラム法に従った様々なグローバル投資ファ

ンドが存在し、その総純資産価値はおおよそ750億米ドルと推定されています。さらに資産・

投資持ち株会社、船舶・航空機金融およびリース、プロジェクトファイナンス、セキュリタイゼ

ーション、ジョイントベンチャー、国際取引、資産管理などにモーリシャスの国際企業が頻繁

に用いられています。 
 
世界銀行の2008年度の企業経営動向調査でモーリシャスは事業環境においてアフリカ第一

位にランクされています。中国が自国の企業家が425百万人の消費者で構成されるアフリカ

市場へアクセスするため、関税非課税あるいは優遇税のある経済特別区設立の場所として

アフリカ諸国の中からモーリシャスを選んだ理由はおそらくここにあります。イスラム銀行は

それゆえ相当な規模の市場を開拓することができます。とくにモーリシャスの国際事業企業

（カテゴリー1）はモーリシャスで主要銀行口座を維持することが法的要件となっているから

です。 
 
優れたプラットフォーム 
 
いかなる法人も定義条項に基づきイスラム銀行免許を含めた中央銀行への銀行免許申請

が可能です。認可を受けた銀行は200万モーリシャスルピー（6百万米ドル）以上の株式資本

を保有しなければなりません。 
 
中央銀行のガイドラインはイスラム金融機関に3名からなるイスラム法諮問委員会を設立す

るか、もしくはイスラム法の相談役を１名任命するよう求めています。後者は実績があるか、

もしくはイスラム法を陳述するための知識とイスラム法に関して学術的な見解を述べられる

高潔さ、誠実さを併せ持ち、倫理的に信頼できる人物でなければなりません。イスラム法の

相談役は必ずしもモーリシャスを本拠地とする必要はありません。 
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ムラーバハ（購買代行）取引の後半、すなわち銀行が当初に個人の為に購入した不動産を

その個人に移転する場合も含めて登録料はかかりません。同様にイジャーラムンタヒアビタ

ムリーク（金融リース）取引に関して、金融機関から賃借人への資産の移転の際にも銀行か

ら登録料は課されません。 
 
モーリシャスの包括的、近代的、および効率的な法律、規制、税の枠組み、そしてフランス

語、アラビア語、ヒンズー語、中国語を操れるプロフェショナル達、加えてアジア、中東、アフ

リカに適する時間帯がグローバルなイスラム金融商品の設計に最適なプラットフォームを作

り上げています。先月モーリシャスで初めてのイジャーラが売り出され、その週の初めには

HSBCモーリシャスがイスラム銀行取引の窓口業務を開始し、グローバルビジネスの顧客か

らの高まる需要に応えています。 
 
モーリシャス政府のコミットメント 
 
モーリシャスは2007年１１月にイスラム金融サービス委員会（IFSB）のメンバーとなり、毎年

５月にバーレーンでイスラム資本市場会議（IFSBとの共同開催）を開催しています。政府は

イスラム銀行業務、金融業務を十分に承知しており、金融サービス部門の主流としてスムー

ズに溶け込ませるべく全力を傾けています。 
 

 
この記事は法律上の助言や、法律専門家の意見に代わるものではありません。 
広義の語彙のみを用い、概要と一般的な情報の提供を意図するものです。 

 
 
コンヤース ディル＆ピアマンについて 
 
コンヤース ディル ピアマンはケイマン諸島、英領ヴァージン諸島、バミューダ、モーリシャス

の法律についてのアドバイスを提供する複数の管轄を持つ法律事務所であり、会社法、商

法、商業訴訟および個人顧客の案件を専門としています。コンヤースの戦略、文化、専門的

知識が一貫した対応の良さ、タイムリーかつ顧客への直接的サービスを可能としてきました。

コンヤースはオフィスを置く世界の金融先端の中心地、ヨーロッパ、アジア、中近東、南アメ

リカを含む、戦略的グローバルな立地条件より高度な法律アドバイスを顧客に提供していま

す。1928 年に設立、コンヤースは 150 余名の弁護士を含む 600 名のスタッフで構成されて

います。系列会社（コーダン）は信託、秘書代行サービス、会計業務および管理業務サービ

スにまで渡るサービスを提供しています。 

 

コンヤース ディル＆ピアマンは｢ザ ロイヤー｣で 2009 年度のオフショア法律事務所に選ば

れました。 
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